
処遇改善加算取得支援について 

 

１ 事業の概要と目的 

   処遇改善加算の取得を支援するため、希望する市内介護施設・事業所に対し、現

状分析や取得に係る助言等を行うアドバイザー（社会保険労務士）を派遣します。 

２ 実施内容 

（１）対象施設 

以下のいずれかの介護保険サービスを提供する千葉市内の施設・事業所 

   

（２）支援内容 

  ○処遇改善加算取得に関する制度説明 

  ○処遇改善加算取得に関する現状調査及び分析 

  ○処遇改善加算取得に係る助言及び指導  等 

（３）派遣回数 1施設・事業所あたり最大 2回 

（４）費用   無料 

３ 申込受付開始時期 

  令和８年６～７月頃から（予定） 

４ 市ホームページ（令和７年度実施内容掲載中） 

令和８年度の実施内容は、今後変更する場合がございます。詳細は、市ホームペー

ジをご確認ください。 

https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/kaigohokenkanri/jinzai 

/syogukaizenkasanadviser.html 
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